
医療機関等における職員の賃上げについて
入院・外来医療等の調査・評価分科会における議論等
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１．入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるご議論

２．追加的な分析について
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【12月21日 入院・外来医療等の調査・評価分科会】
○ 点数の種類が多いほど集約されてくるとは理解できたが、やはり外れ値も存在する。また点数種類が多いと従
業員数に応じた届出などが非常に複雑になり、医療機関への負担も増えることが危惧される。現場への混乱が生
じないよう、できるだけ幅広く柔軟にかつシンプルな取り組みの検討をお願いしたい。

○ 全ての医療機関が対象となるため、設計はシンプルで説明しやすいものにすべき。また、適切に運用されてい
るかしっかり検証ができる仕組みは最低限構築すべき。

○ 前回の看護職員の処遇改善に関しては急性期病院を主とし、看護師の人数もある程度わかっている中で、他の
職種にも賃金を充てられるものであったが、今回はあまりにも病院ごとに職種間のばらつきが大きいので、同様
の運用は難しいのではないか。

○ 点数や賃金増率の分布について平均を見るだけでなく、超過している医療機関や極端に不足している医療機関
について分析することが必要。

○ 「看護職員処遇改善評価料」ほど多くの点数を設けることは難しいが、ばらつきを少なくするためには一定程
度点数を分類することも必要ではないか。

○ 外れ値の分析は必要だが、ばらつきを完全になくすことは難しく、医療機関の負担などにも配慮した上で、一
定程度のばらつきを許容することも必要ではないか。

○ 病院類型別の職員の配置状況の分布の分析も必要ではないか。
○ 職種のばらつきを見ていると、入院基本料別の対応は難しいと考える。また、外来についても評価の検討をす
べき。

○ 医療機関によって各職種の人数や配置される部門などは多様。入院基本料のみで評価するのは難しく、外来も
評価に入れなければ、賃金の引き上げに苦労する医療機関も出てくるのではないか。

○ 外来への評価を検討する場合、患者の自己負担に直結するため配慮が必要。
○ 訪問看護については医療保険と介護保険の利用者が事業所によって様々であり、制度設計においては経営形態
にも配慮が必要。

入院・外来医療等の調査・評価分科会における主なご意見 診調組 入－１
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【令和６年１月４日 入院・外来医療等の調査・評価分科会】
○ 患者数が変動することが考えられるため、それを考慮したルールを設けるべきではないか。賃金増率が高い医
療機関についても対応を考えるべき。

○ ベアという考え方が基本とされているが、民間では実態としてベアの概念がないこともあり、精緻な報告は困
難ではないか。

○ 今回は対象職種が多く、事務的な複雑さへの配慮が、より必要ではないか。

○ 診療所の賃上げ必要点数において、１点以下と30点以上の施設が多くあり、一律の評価には慎重な検討が必要
ではないか。

○ 診療所について、透析や内視鏡といった初再診料による収益が多くない施設には対応が必要ではないか。

○ 外来については簡素な制度設計が必要ではないか。

○ 病院について、一律に設定することで賃金の引上げが十分にできない施設があるのであれば、きめ細やかな対
応をすべきではないか。

入院・外来医療等の調査・評価分科会における主なご意見
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〇 診療報酬（＋0.61％分）で対応する賃上げの対象職種
・ 令和６年度診療報酬改定における大臣折衝事項を踏まえ、今回のシミュレーションにおける対象職種は
以下で実施。
看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）、病院及び診療所の薬剤師、その他の医療関係職種※

（医師、歯科医師、薬局の薬剤師、事務職員、歯科技工所で従事する者を除く）
※ その他の医療関係職種とは、看護補助者、理学療法士（ＰＴ）、作業療法士（ＯＴ）、言語聴覚士（ST）、視能訓練士、義
肢装具士、診療放射線技師、診療ｴッｸｽ線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、
公認心理師、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士等。

〇 診療報酬（＋0.61％分）で対応する賃上げ率
・ 令和６年度にベア＋2.5％、令和７年度にベア＋2.0％を実施していくため、賃上げ促進税制が有効的に
活用されること等を前提とし、診療報酬で対応する賃上げ率は対象職種賃金の2.3％と想定。

○ 使用するデータ
・ 病院、医科診療所、歯科診療所の給与については、前回（12月21日）同様に、令和５年度医療経済実態
調査※（令和４年度データ）を使用しており、算定回数については、当該調査の対象施設のレセプトデータ
（NDBデータ）を使用している。
※ 職種別の給与（賞与含む）を使用しているが、非常勤職員の給与が把握不可能なため、職種全体の給与に占める各
職種の給与の割合を、医業・介護費用中の給与費に乗じることで、非常勤職員分も含めた給与を推計している。そのた
め、給与中に事業主の社会保険料負担分が含まれていることに留意。

・ 訪問看護ステーションの給与と訪問回数については、令和５年度介護事業経営実態調査（令和４年度
データ）を使用している。

これまでの議論等を踏まえた点数のシミュレーションについて
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○ 歯科診療所に係るシミュレーションは以下の方法で行った。

① 歯科訪問診療料の算定のない施設において、対象職種の賃上げに必要な初再診料等への賃上げ
必要点数を算出。
その際、初診料と再診料、また初再診料が包括されている診療行為について、それぞれ初診料に類
するもの、再診料に類するものの２区分に分け、算定回数と点数の比（264点、56点）で按分した。

② ①で算出した賃上げ必要点数を用いて、賃金増率を算出した結果、2.3％に満たない施設において、
不足分を歯科訪問診療料に上乗せすることを想定。
その際、歯科訪問診療料１、歯科訪問診療料２又は３の２区分に分け、算定回数と点数の比（1100点、

361点）で按分した。
ただし、双方の算定回数の合計が年間365回未満の施設は試算の対象外としている。

歯科診療所におけるシミュレーションについて
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○ 歯科診療所では、全国で歯科衛生士が約12万人、歯科業務補助者が約７万人、業務に従事しており、 １施設当りの平均
人数ではそれぞれ1.8人、1.1人である。
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① 歯科訪問診療料を算定していない診療所の必要賃金において、初再診料等の賃上げ必要点数を設定。
（初診料と再診料から算定回数に基づき按分）

② 賃金増率が不足している診療所の中で、歯科訪問診療料を一定以上（算定回数365回以上）算定している診
療所における歯科訪問診療料での賃上げ必要点数を検討し、設定。
（歯科訪問診療料１と歯科訪問診療料２、３から算定回数に基づき按分）

初再診料等、訪問診療料等における必要な賃上げ点数について（歯科）

【②ｰ2歯科訪問診療料２、３の分布】

【①-2歯科再診料等の賃上げ必要点数の分布】【①-1歯科初診料の賃上げ必要点数の分布】

【②ｰ1歯科訪問診療料１の分布】
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歯科診療所における賃金増率のシミュレーション

【賃金増率の分布：527施設】

〇 シミュレーション結果による賃上げ必要点数（ここでは中央値）を初再診料等に上乗せした場合に、歯科診療
所における賃金増率の分布と分析については以下のとおり。
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25%tile 1.6％

中央値 2.3％

75%tile 3.5％

平均値 2.2％

標準偏差 0.03225



○ 賃金増率が0.5％未満となる９施設についての詳細は、以下のとおり。
シミュレーションに使用した医療経済実態調査については、非常勤職員数が把握できない点に留意が必要。

賃金増率が低い歯科医療機関の分析

賃金増率 開設主体
初再診料
算定回数

対象職種
常勤職員数

0.5%未満 個人 約2,000回 約2人

0.5%未満 医療法人 約4,000回 約8人

0.5%未満 個人 500回未満 約1人

0.5%未満 個人 約3,000回 約5人

0.5%未満 医療法人 500回未満 約6人

0.5%未満 個人 約1,000回 約5人

0.5%未満 個人 約1,000回 約7人

0.5%未満 個人 500回未満 約4人

0.5%未満 医療法人 500回未満 約8人
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○ 賃金増率が15%以上となる８施設についての詳細は、以下のとおり。
・対象職種常勤職員数が少ない施設が多い。

シミュレーションに使用した医療経済実態調査については、非常勤職員数が把握できない点に留意が必要。

賃金増率が高い歯科医療機関の分析

賃金増率 開設主体
初再診料
算定回数

対象職種
常勤職員数

15%以上 医療法人 約12,000回 約1人

15%以上 個人 約1,000回 約1人

15%以上 個人 約3,000回 約1人

15%以上 個人 約2,000回 約1人

15%以上 個人 約3,000回 約2人

15%以上 医療法人 約9,000回 約2人

15%以上 個人 約7,000回 約1人

15%以上 個人 約1,000回 約1人
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